
令和８年度寒河江市地方就職支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、移住及び定住の促進を図るため、山形県地方就職学生支援事

業実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、予算の範囲内において、山

形県（以下「県」という。）及び寒河江市（以下「市」という。）が共同して地方

就職支援金を交付することに関し、寒河江市補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する規則（平成６年市規則第１７号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付の対象者） 

第２条 地方就職支援金の交付の対象者は、実施要領第５（１）地方就職支援金の

支給に定める要件を満たす者とする。この場合において、当該要件中「移住先

の市町村」及び「市町村」とあるのは、「市」と読み替えるものとする。 

（申請の方法） 

第３条 地方就職支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

市長に対し、毎年度４月１日から２月末日までの間に、規則第５条の規定にか

かわらず、寒河江市地方就職支援金交付申請書（様式第１号）に実施要領第５

（１）③に定める書類を添えて提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、規則第１４条に規定する実績報

告とみなす。 

（地方就職支援金の交付） 

第４条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適正で

あると認めるときは、規則第８条の規定にかかわらず、寒河江市地方就職支援

金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。 

２ 交通費については最大１１，９００円の地方就職支援金を一括で交付するも



のとする。移転費については最大 ８１，５００円の地方就職支援金を支給する。 

３ 市長は、前項の規定により地方就職支援金の交付決定を行った場合は、規則第

１５条の規定による額の確定を行ったものとみなす。 

 （報告及び調査） 

第５条 市長は、山形県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうかを確

認するため、必要に応じて山形県地方就職学生支援事業に関する報告を求め、

立入調査を行うものとする。 

（地方就職支援金の返還） 

第６条 市長は、地方就職支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当

する場合、当該交付を受けた者に対し地方就職支援金の全額の返還を請求する

ものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある

ものとして市長が認めた場合はこの限りでない。 

⑴ 虚偽その他不正な手段により地方就職支援金の交付を受けたとき。 

⑵ （在学中に交通費を申請する場合）申請日から１年以内に要件を満たす就

業先への就業を行わなかったとき。 

⑶ 在学中に交通費を申請する場合で申請日から１年以内に市に転入しなかっ

とき(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く。）。 

⑷ 就業開始日から１年以内に要件を満たす就業先を辞したとき(ただし、退職

日から３か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。）。 

⑸ 市への申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日 

から１年以内に市から転出したとき。 

⑹ 正当な理由なく、前条に規定する報告及び調査に応じなかったとき。 

２ 前項の規定により、市長から地方就職支援金の返還を請求された者は、市長 

の定める日まで返還しなければならない。 

（委任） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


